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 合議体への移行後の弁論更新あたり、次のとおり意見陳述いた

します。  
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第１  放送法４条１項各号の義務の法的性質について  

１  被告は、放送法４条１項各号の規定は、放送事業者に対して

法的義務を定めるものではなく、倫理的義務を定めたものであ

ると主張している（倫理規範説）。  

 しかし、以下に述べるとおり、放送法４条１項各号の義務は、

対国家との関係では被告の主張するとおり倫理的義務と解す

べきであるが、受信契約者との関係では、法的義務と解すべき

である。  

 放送は、国民の知る権利に奉仕するものである。国民の知る

権利は、国民が広く公共的事項についての情報を受けかつ求め

ることによって、政治的意思の形成と民主的な政治過程への参

加を確保し、もって自己統治の価値を実現するという参政権的

機能を果たす点、情報源に対して情報の公開ないし提供を要求

する積極的な社会権としての性格を併有する（芦部信喜「憲法

学Ⅲ」有斐閣）。  

 知る権利に応える情報の多様性は、放送事業者に自由競争さ

せるだけでは十分に確保できない。  

 そのために、放送法４条１項各号は、放送事業者の放送番組

編集の自由に対する公共の福祉に基づく制約として、放送番組

の編集にあたって「政治的に公平であること」「意見が対立し

ている問題については、できるだけ多くの角度から論点を明ら

かにすること」などを義務付けているのである。  

 以上のように、放送法４条１項各号は、国民の知る権利を充

足するための制約であるから、受信契約者に対する関係では、

各号記載の義務は、法的義務である。  

２  被告の主張のように、放送法は倫理規範であり、法規範性を

有しないと解したとしても、総務大臣や総務省が行っている放

送行政（免許行政）が消滅することにならず、それどころか、
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現在の放送免許基準には放送法４条１項各号と同一の文言が

定められている。このような実際の放送行政に鑑みても、放送

法を倫理規範と解釈することは到底不可能であるし、そもそも

国家制定法である放送法が倫理規範であるという理解自体、無

理な法解釈である。  

 放送法４条１項各号が法規範性を有することは、法律学全集

（有斐閣）を構成する園部敏・植村栄治著「交通法・通信法〔新

版〕」が「法的には、同条の番組準則の法的規範性は否定でき

ず」と述べているところである（甲１９８の３６８頁）。  

３  倫理規範説は総務大臣による不利益処分を念頭に置いている  

議論である。  

 １９９６年設立のＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）などの

放送自主規制機関の設立後、放送法４条１項各号の法規範性を

弱めて倫理規範性が追求されるようになった。  

 このような放送行政と放送事業者との関係変化を反映して

か、現在の憲法学説の多くは、放送法４条１項各号を倫理規範

と解しているといわれているが、注意を要するのは、以上のよ

うな経緯からして、この議論が、総務大臣の不利益処分を念頭

に置いた議論だということである。即ち、倫理規範説は、特殊

日本的な議論であるだけでなく、その射程が独任制の総務大臣

による不利益処分の実体的限界に限られているという意味で

も、一般性を有さない議論である（甲１９６の１稲葉意見書）。 

 裁判例においても、番組編集準則が倫理規範であるのか否か

を問題にすることなく、訴えの適法性を前提として実体審理を

行っている。東京高等裁判所昭和６１年２月１２日判決【激戦

区事件判決】判例タイムズ５７６号７１頁（甲１９９）などが

ある（原告準備書面㈠）。  
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第２  特殊負担金論について  

１  有償双務契約  

  放送受信契約の法的性質は、受信の対価として受信料を支払

うという継続的な有償双務契約である。  

  放送受信料は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成

されており、特殊公法的権利として立法されているわけではな

く、民事訴訟手続に基づき権利を実現することを要し、滞納処

分のような特別の制度は設けられていない。  

  放送法６４条は、受信契約のことを「その放送の受信につい

ての契約」と表現しており、受信と受信料に対価性があること

を示している。  

  ＮＨＫ放送受信規約（以下「規約」）の１３条２項は、「地

上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうこと

がなかった場合は、特別契約を除く放送受信契約について当該

月分の放送受信料は徴収しない」と規定している（甲４）。Ｎ

ＨＫ自身が受信と受信料の支払いに対価性が あることを前提

として認めているのである。  

２「特殊な負担金」論の誤り  

 「特殊な負担金」論（特殊負担金論）は、以下のとおり、誤

ったものである。  

（１）消費税法第２条１項８号は、課税の対象（同法４条１項）

との関係で、「資産の譲渡等」の定義を「事業として対価を

得 て 行 わ れ る 資 産 の 譲 渡 及 び 貸 付 け 並 び に 役 務 の 提 供 を い

う。」と定め、消費税法施行令第２条１項は、「法第２条第

１項第８号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しく

は貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるも

のは、次に掲げるものとする。」として、第５号に「不特定

かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線
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通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければ

ならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行

われるもの」と定めている。  

 要するに、消費税法第２条１項８号及び消費税法施行令第

２条１項から、放送受信料は、全額が「対価」として消費税

課税対象となっている。  

（２）規約の第５条においても、「放送受信契約者は、・・・放

送受信料（消費税および地方消費税を含む。）を支払わなけ

ればならない。」と定めており（甲４）、ＮＨＫは自ら、放

送受信料が消費税課税対象であることを認めている。  

（３）放送受信料は「特殊な負担金」と解すべき理由はなく、関

係法令の規定上からも、放送受信料は受信の「対価」と解す

るのが当然である。  

３  最高裁大法廷判決も特殊負担金論を採用しなかった。  

 最高裁平成２９年大法廷判決は、「任意に受信契約を締結し

ない者との間においても、受信契約の成立には双方の意思表示

の合致が必要」であると判示して、被告ＮＨＫが本件訴訟でも

主張している「特殊負担金論」を採用しなかった。  

  最高裁大法廷判決後に、ジュリストが特集を組んで、「ＮＨ

Ｋ受信料訴訟大法廷判決を受けて」と題する座談会（以下「ジ

ュリスト座談会」）を企画したが、特殊負担金論について、次

のような議論がなされている。  

記  

宍戸常寿（憲法・情報法）  

 民事法の先生方が、この放送法６４条（受信設備設置者は、

ＮＨＫと放送受信契約をしなければならない）が契約締結を

強制するという点について、厳しく批判するコメントや論文

を（出している）、私も拝見したことがあります。判決文で
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積極的な位置付けを与えているとすれば、契約という形式を

借りているかもしれないけれども、そのことによって受信設

備を設置してＮＨＫを支える人から、受信契約を締結するこ

との理解を得るという形で、言わば積極的に支えてもらう。

ＮＨＫはそういうものであったし、今後もそうでなければい

けないというイメージがこの判決の中で書かれており、特殊

な負担金という概念に逃げ込まなかった のが１つの特徴だ

と思いました。  

音好宏（社会法・メディア法）  まさに特殊な負担金という、

この議論をすると必ず出てくる言葉が今回は出てこなかっ

たというのが、特色ですよね。  

宍戸  もともと、税金でも対価でもないし、説明がつかないの

で特殊な負担金と言っていただけで、本来何も言っていない

ですよね。（甲１３３の２０頁）  

  しかし、最高裁は、放送受信料の法的性格について、詳細

な判示はしておらず、契約論と負担金論について、決着がつ

けられていない。  

 

第３  知る権利について  

１  放送法１条が定める「公共の福祉」の具体的内容  

 放送受信者の権利利益の中心は「知る権利」である。個々の

放送受信者の権利利益は、「アクセス権」など様々な内容があ

りうるが、放送における「知る権利」が中心となる。  

 国民の「知る権利」というと一般的抽象的な権利にすぎない

が、これを個々の放送受信者に即して検討すると、たとえば、

放送法４条１項２号の政治的公平の原則に関して、政治的公平

性を欠く報道によって自己以外の多数の有権者の投票行動が

影響を受けて、その結果、自己の選挙権を行使したものの、こ
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の選挙権行使（一票の投票価値）が実際には大きな意味をもた

なくなり、投票行動を諦め、やがて政治不信の念を抱き、投票

率が低下していくという現象が広く認められるが、そのことは

放送における「知る権利」の重要性を示している。  

２  「知る権利」は公正な言論空間を保障している。  

 放送における「知る権利」は、情報公開請求権の行使などと

は異なって、国民が知りたい情報をありのままの状態で知ると

いうよりも、むしろ、公共的な争点についての少数者の意見を

含む多様な意見が放送を通じて呈示されており、有権者全員が

これを知る機会を共有している（これは一種の「言論空間」で

ある）ことで、異なる意見に触れて自己の思考を再検討し続け

るという一種の弁証法的なプロセスの保障を、その内容とする

ものと解される（これを「公正な言論空間」という）。  

 つまり、広範囲に及んで多くの者に知られている意見を繰り

返し放送することは、放送に期待された公共的役割を果たして

いないことを意味しており、放送法における「知る権利」の実

現という放送事業者が負うべき作為義務を懈怠していること

になる。日本の放送法４条１項各号は、このような放送事業者

が負うべき作為義務を一般的に定めた法規範であると解され

るべきである。（稲葉意見書）  

３「知る権利」の内容について裁判例も同趣旨の内容を示して  

 いる。  

  国際放送実施要請事件における平成２１年３月３１日大阪地

裁判決（判例タイムズ１３０９号１１２頁）は、「知る権利は、

国民が選挙権の行使を通じて国政へ参加するに当たり重要な

判断の資料を受領することを保障するものであって、民主制国

家の存立の基礎を成す重要な権利」であり、「政治的に公平を

欠く番組、事実を歪曲した報道又は意見が対立している問題に
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ついて特定の角度からのみ論点を取り上げた番組」が放送され

たような場合には、「国政に関する国民の自由な意思の形成が

妨げられ、その結果として議会制民主主義の根幹を成す選挙権

の行使が事実上制約を受けるなどの重大な損害を被る」と述べ

ている（甲９６の１２６～１２７頁）（原告準備書書面（十

四））。  

４  平成２９年最高裁大法廷判決にも適合的である。  

  ２０１７年１２月６日の最高裁大法廷判決において、放送法

６４条１項（受信設備設置者は放送受信契約を締結しなければ

ならない）が違憲でないのは、この規定が「国民の知る権利」

の保障に資するからであるという理解を示した。  

 また、上記最高裁判決が、受信料支払い義務が受信者とＮＨ

Ｋとの「合意」によって発生すると判示したことも注意が払わ

れるべきである。  

  最高裁によって用いられた「合意」という語は、一般的に双

方性を有する語であるから、放送受信者が受信契約締結義務を

負うと同時に権利主体でもなければならない（有償双務契約）。 

 原告らは、政治的関心が高く、社会保障や福祉、女性の権利、

子どもの教育やいじめ問題、脱原発や核兵器廃絶運動、憲法を

守り、憲法を暮らしに生かす活動など、様々な市民運動や社会

活動に取り組んできた。  

 ２０１９年は、参議院選挙と統一地方選挙が行われたが、原

告らは、選挙の争点に関して、様々な立場から発言し、活動し

た。原告らは、チラシ配布や集会、デモ行進など、路上あるい

は街頭での様々な表現の自由を行使したが、選挙期間中にこう

した活動の声が反映されず、結果的に、原告らの声や主張が存

在することについての国民の知る権利が保障されなかった。原

告らは、自分たちの行動が報道されないことによって、国民の
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知る権利に奉仕するはずのＮＨＫの存在理由が発揮されなか

ったことによって、受信料を支払ってまでその公共的役割に期

待をし、信頼をしていたのに、その信頼が保護されないことに

よって、精神的苦痛を被ったのである。しかも、過去の損害の

みならず、現在も、ＮＨＫの政権寄りの報道姿勢が変わってい

ないために、この苦痛が継続している。原告らが知る権利侵害

だと主張しているのは、このような原告らの個々の権利利益侵

害のことである。  

 現在の知る権利侵害の危険を排除するために、原告らは、過

去の損害賠償のみならず、放送法遵守義務確認請求訴訟を選択

しているのである。  

 

第４  最高裁大法廷判決は、未解明な論点が多く、多くの宿題を  

 残している。  

１  曽我部真裕教授（憲法）は、平成２９年大法廷判決について、

次の通り、判例解説し、見解を述べている（甲２４９）  

 本判決は、契約の自由、知る権利、財産権の保障等（憲法１

３条、２１条、２９条）違反との原告側の主張に対し、二つに

分けて合憲性を判断した。①放送法がＮＨＫを存立させ、財政

的基盤を受信料により確保することの合憲性と②受信契約の

締結強制という方法によることの合憲性の二つに整理して検

討した。  

 ①について、基本権ごとの検討は行わず、立法裁量を広く認

めた。二本立て体制におけるＮＨＫの役割や受信料制度の合理

性を理由に、放送法がＮＨＫを存立させ、財政的基盤を受信料

により確保することの合憲性を簡単に認めた。  

 幅広い国民が負担する受信料の制度は、民主制プロセスに委

ねて緩やかな審査に留めることも妥当だと判断しているのか
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も知れないが、「いずれにせよ先例性の薄い判断である。」と

解説している。  

 本判決はＮＨＫによる契約締結の申し込みだけで契約が成

立するとの主張を退け、あくまで両者の合意が必要とした。こ

れまで、ＮＨＫのあり方に対する異議申立ての手段として受信

契約拒否や受信料不払いがなされることがあり、これを肯定的

にとらえる見方があったが、「本判決はこうした余地も一定程

度残したことになる」と解説している。  

２  大法廷判決後にジュリストが特集を組み、「ＮＨＫ受信料訴

訟大法廷判決を受けて」と題する座談会を企画したが、大法廷

判決について、種々の疑問、課題が提起された。  

 前述の通り、宍戸常寿教授が、「特殊な負担金という概念に

逃げ込まなかったのが１つの特徴だ」。「もともと、税金でも

対価でもないし、説明がつかないので特殊な負担金と言ってい

ただけで、本来何も言っていないですよね。」と発言したのに

続けて、鈴木秀美教授（憲法学・メディア法）が、次の通り、

発言している。  

  「憲法上の１つ目の重要なポイントは、併存体制の下、ＮＨ

Ｋは公共放送を担うものとして設立され、その財政基盤を受信

設備設置者が負担する受信料としたことは、表現の自由の下で

国民の知る権利を実質的に充足するためであると説明されて

いることです。そうであるなら、私から見て、もう少し踏み込

んで論じてほしかったなと思うのが、国民の知る権利について

です。この権利が、表現の自由の保障の中でどういうものなの

かという説明が判決の中には全くありません。  

 かつて最高裁は博多駅事件大法廷決定（昭和４４・１１・２

６刑集２３巻１１号１４９０頁）で、報道機関の報道の自由が

表現の自由の保障の下にあるという理由を説明する際に、国民
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の知る権利に報道機関の報道が奉仕すると説明しました。その

ときは、決定文の中で、「国民の『知る権利』」と表記されて

おり、知る権利に鉤括弧が付いていたのですが、今回の判決で

は、鉤括弧は無くなっていて、あたかも厳然として知る権利が

あるという前提で、合憲性が説明されています。しかし、やは

りここでは、知る権利というのがどういう権利なのか、そして、

公共放送と民間放送の二元体制において、公共放送の担い手と

してのＮＨＫが、知る権利の実質的充足について、どのような

役割を期待されるのかについて、もう少し踏み込んでもよかっ

たし、ぜひそうしてほしかったなと思っているところです。」  

  （甲１３３の２０頁、２３頁）  

 

第５  遵守義務確認請求訴訟はＮＨＫの自律を保障する訴訟形式  

である。  

 裁判所の判決も、「自律」（放送法１条２号）が保障される

べき放送事業に対する国家介入の一形態であることは、自明で

ある。  

 しかし、訴訟要件審理の際に、ＮＨＫの行った放送のうち、

たとえば選挙報道のいくつかが放送法４条１項各号に違反する

ものであると裁判所が判断した場合であっても、放送法遵守義

務があることの確認判決は、ＮＨＫに対して一定の放送時間を

設けるなどの何らかの作為を命ずるものではない。過去に放送

された番組が放送法４条１項各号に違反する状態にあることが

裁判所によって判断されただけであって、ＮＨＫは、違法状態

を解消するための様々な手段を、「自律」的に選択できるので

ある（報道の自由の侵害とならない）。  

 ＮＨＫが放送法４条１項各号を遵守する義務を負うことの確

認判決およびこれを請求する放送受信者からの確認訴訟は、放
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送受信者と放送事業者双方の言論表現の自由保障が要請される

放送法という特殊な法領域においては、適した訴訟形式である。

（稲葉意見書）  

 

第６   公共放送のあり方を国民的レベルで論議することが緊急か

つ重要な課題となっている。  

  （甲２６０・松田浩「ＮＨＫ新版―危機に立つ公共放送―」） 

１  最大の理由は、ＮＨＫが政府のトップ人事支配によって「独

立性」を脅かされ、政府の「国策放送局」（広報宣伝機関）へ

と変質しかねない事態が進行しているからである。  

 発端は、『安倍首相のお友達人事』として話題を呼んだＮＨ

Ｋ経営委員の選任人事だった。安倍政権は、会長の任免権をも

つ経営委員会のメンバーに、かつて「安倍晋三総理大臣を求め

る民間人有志の会」の代表幹事をつとめた長谷川三千子埼玉大

学名誉教授や作家の百田尚樹氏など首相と思想的、政治的に極

めて近い立場をとる四人を任命した（２０１３年１０月）。経

営委員会は籾井勝人氏を全会一致、ＮＨＫ会長に選出した（２

０１４年１月）。  

 「（従軍慰安婦問題について）戦争国なら、同じような制度

はどこにでもあった」「（特定秘密保護法について）国会を通

ってしまったのだからカッカしても仕方がない。これが必要だ

と政府が説明しているのだから、様子を見るしかない」「（国

際放送での領土問題の扱いについて）政府が右ということを左

というわけにはいかない」等々、２０１４年１月２５日の就任

記者会見で籾井勝人新会長が行った、これら一連の『問題発言』

は内外に衝撃を与えた。  

 公共放送の役割は、何よりも「権力監視」である。権力監視

を忘れた籾井発言を受けて、イギリスの公共放送ＢＢＣが「日
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本の公共放送は脅威にさらされているのか」と題する異例のテ

レビ特集を放送し（２０１４年３月２０日）、世界の注目を集

めた。  

２  今、ＮＨＫ問題を国民的レベルで緊急に議論しなければなら

ない第２の理由は、ＮＨＫの危機（自主・自律への脅威）が民

主主義社会における「公共圏」の危機、「知る権利」や多元的

で多様な言論・表現の自由など、戦後民主主義の基本的価値へ

の脅威と深くつながっているからである。  

 経営委員の選任システムの問題と並んで、より根源的な「放

送行政の政府からの独立」の課題についていえば、独立行政委

員会制度を含む「独立放送規制機構」の設置は、すでに先進資

本主義国を中心に世界的潮流になっている。欧州評議会は、２

０００年１２月の段階で放送に関する独立規制機関を加盟国

内に置くことを求める勧告を採択している。いまや独立規制機

関をもたず、通信・放送行政の権限を直接、政府がにぎってい

る国は、主要先進国では日本とロシアぐらいなのである。  

 韓国でも２０００年以来、独立行政組織「韓国放送委員会（Ｋ

ｏｒｅａｎ  Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ  Ｃｏｍｍｉｓｓｉ

ｏｎ =ＫＢＣ）」が政府に代わって、放送行政全般を担当して

いる。２００６年には、台湾でも独立規制機関として「国家通

信放送委員会（Ｎａｔｉｏｎａｌ  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ

ｎｓ  Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ =ＮＣＣ）」が発足しているので

ある。  

３   ２０１９年参院選では、立憲、国民、共産、社民、それに「社

会保障を立て直す国民会議」の４党１会派と市民連合が、全国

に３２ある一人選挙区すべてに統一候補を立てることに合意

し、事実上の与野党一騎打ちの構図が出来上がった。  

 １３項目にわたる「共通政策」（原告準備書面（２５）末尾
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添付）に合意して、選挙戦に臨んでいた。  

 この「共通政策」の第１３項目に「国民の知る権利を確保す

るという観点から、報道の自由を徹底するため、放送事業者の

監督を総務省から切り離し、独立行政委員会で行う新たな放送

法制を構築すること。」が盛り込まれた。  

 １９５０年６月１日に施行された電波三法（電波法、放送法、

電波監理委員会設置法）の最大の特徴は、放送の政府からの独

立を制度的に保障するため、アメリカの連邦通信委員会（ＦＣ

Ｃ）にならって、いわゆる独立行政委員会制度を導入したこと

だった。  

 しかし、戦後放送法制の要の役割を果たしていた電波監理委

員会が、吉田内閣によって、電波三法制定後、わずか１年８カ

月で廃止され、電波行政権が政府の手に握られてしまった。電

波監理委員会制度のもとでは、民間人が政府から独立した合議

制で電波・放送行政を行う仕組みの「電波監理委員会」がＮＨ

Ｋ予算案を審議し、意見をつけて国会に提出するので、その間、

政府・与党の政治介入の余地はなかった。ＮＨＫへの政治介入

の歴史は、この電波監理委員会の廃止からはじまったといって

も過言ではない。  

４  ＮＨＫの問題を、「市民的公共放送」の問題として、市民社

会と公共放送と国家の大きな枠組みの中で考えなければなら

ない理由は、まさにそこにある。  

  コンプライアンス（法令遵守）が叫ばれながら、ＮＨＫにお

いて、依然として職員の不祥事があとを絶たないのは、理由の

ないことではない。それは、その根源に、公共放送の真の主人

公である視聴者にではなく、ときの権力者である永田町（自民

党）に顔を向け、権力を監視する本来の「番犬（ Watch -dog）」

としての使命をよそに、視聴率追求と商業主義への傾斜を強め
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つつある言論・報道機関としての頽廃があるからにほかならな

い。  

 視聴者に依拠し、視聴者に支持されることで、権力監視の公

共放送の使命を果たそうとしない、その姿勢の欠如こそが、政

府の支配を招き寄せているのである。  

 

第７  政治家介入による番組改竄事件から１９年  

１  ＮＨＫにとって、政府からの独立、自主・自律は、公共放送

の存立基盤にかかわる生命である。その自主・自律をめぐって、

８年間にわたって争われた番組がある。２００１年１月３０

日、ＮＨＫ教育テレビで放送されたＥＴＶ２００１「問われる

戦時性暴力」（シリーズ「戦争をどう裁くか」第二回）の番組

改竄事件がそれである。  

 放送に至る過程で政治家の介入による大幅「改竄」が行われ、

それをめぐって、ＮＨＫと取材に全面協力した市民組織、「戦

争と女性への暴力」日本ネットワーク（ＶＡＷＷ－ＮＥＴジャ

パン、以下「バウネット」）との間で取材協力者の権利（「信

頼と期待」への忠実義務）の問題が裁判で争われた。  

 ２００７年１月２９日、東京高裁は原告バウネットの訴えを

全面的に認め、ＮＨＫに対し「政治家の意図を忖度して、政策

に携わる者の方針を離れて番組を当たり障りのないように改

変、取材に協力した原告らの期待と信頼を裏切った」として２

００万円の損害賠償金の支払いを命じた（判例タイムズ１２５

８号２４２頁）。  

 放送直前、ＮＨＫ幹部が従軍慰安婦問題に批判的な「日本の

前途と歴史教育を考える若手議員の会」の前事務局長でもある

安倍晋三官房副長官（当時）を訪ね、安倍氏が「慰安婦」問題

について持論を展開したうえで「番組は公正中立に」と要望し



- 16 - 

た事実経過を踏まえ、ＮＨＫ幹部が予算承認の時期を控えて

「相手方（安倍議員ら）の発言を必要以上に重くうけとめ、そ

の意図を忖度してできるだけ当たり障りのないような番組に

することを考えて・・・直接指示、修正を繰り返して改編が行

われた」「本件においては・・・番組改ざんの経緯からすれば、

ＮＨＫは憲法で尊重され保障された編集の権限を濫用し、又は

逸脱して変更を行ったものであって、自主性、独立性を内容と

する編集権を自ら放棄したもの」と断じた。  

  詳細は、統括プロデュ―サーであり、『ＥＴＶ２００１』の

編集長だった永田浩三氏が、次回の口頭弁論期日で証言する。  

２  政治家介入による番組改ざん事件から１９年。ＮＨＫの自主

・自律・独立性に関わる大問題が昨年来、大問題となっている。 

  ＮＨＫが２０１８年４月２４日に「クローズアップ現代 +」

で報道したかんぽ生命の不正販売問題である。日本郵政グルー

プからの猛抗議を受けて、経営委員会がＮＨＫ会長に厳重注意

を行い、ＮＨＫは続編の放送を見送り、会長名の謝罪文を郵政

側に届けたのである。元総務事務次官の鈴木康雄・日本郵政上

級副社長が暗躍した本件は、ＮＨＫが自主・自律を貫けず、政

府与党や行政の意向に追随・忖度する体質が全く改善されてい

ないことを示している。  

 昨年末以来、「桜を見る会」疑惑や自衛隊の中東への派遣問

題など、憲法原則や法治主義に関わる重要問題が噴出してい

る。  

３   ＮＨＫの役割はますます重要である。本件訴訟は、国民の知

る権利と民主主義の発達に寄与する公共放送の在り方を正面

から問う歴史的裁判であると確信している。  

以上  


